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Web セキュリティ診断利用規約 

実施 平成 22 年 10 月 13日（最終改定 令和 5 年 12 月 1 日） 
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第 1 章 総則 

 

第 1 条（本規約の目的） 

     東日本電信電話株式会社（以下「当社」といいます。)は、この Web セキュリティ診

断利用規約（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより Web セキュリティ診

断（以下、本サービスといいます）を提供します。 

 

第 2 条（本規約の変更）  

1 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金

その他の提供条件は、変更後の規約によります。 

 

2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並び

に効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な

方法で周知します。 

 

3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気

通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。 

① 当社ホームページにおける掲載 

② 電子メールの送信 

③ ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体の交付 

④ ダイレクトメール等の広告への表示 

 

第 3 条（用語の定義） 

    本規約（別紙を含みます。）において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使

用します。 

用語 用語の意味 

1 本サービス 契約者が公開している Webコンテンツ及びプログラム

について、別紙 1 に定める項目により診断を行い、診

断結果を契約者に通知するサービス 

2 本契約 当社から Webセキュリティ診断の提供を受けるための

契約 

3 契約者 当社と本契約を締結している者 

4 Web セキュリティ診断

取扱所  

Web セキュリティ診断に関する業務を行う当社の事務

所 

5 契約 ID 契約時に当社から付与する 8 桁の数 

6 フレッツ光 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款（平成

12 年東企営第 00-51 号。以下、「IP 通信網サービス契

約約款」といいます。）に定めるメニュー5（「光コラ

ボレーションモデルに関する契約」（当社が別段の

合意により締結するものをいいます。）に基づき提

供されるものを含みます。） 

7 フレッツ・ADSL IP 通信網サービス契約約款に定めるメニュー4 

8 電話サービス 当社が別に定める電話サービス契約約款（平成11年東

企営第99-5号）に定める加入電話 

9 ISDN サービス 当社が別に定める総合ディジタル通信サービス契約

約款（平成 11 年東企営第 99-1 号）に定める第 1 種総

合ディジタル通信サービス及び第 2種総合ディジタル

通信サービス 

 

第 2 章 本サービスの提供 
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第 4 条（本サービスの提供範囲） 

   1 当社は、別紙 1（Web セキュリティ診断の内容）に定めるところにより、本サービスを

提供します。 

   2 当社は 2024 年 3月 31 日をもって、本サービスの提供を終了します。 

第 5 条（提供区域） 

     本サービスは、フレッツ光、フレッツ・ADSL、電話サービス又は ISDN サービスの提

供区域において提供します。 

 

第 3 章 契約 

 

 第 6 条（契約の単位） 

 当社は、1 契約 ID ごとに 1 の本契約を締結します。 

 

第 7 条（申込の条件） 

 本契約の申込みをする方は、フレッツ光、フレッツ・ADSL、電話サービス又は ISDN

サービスの契約者（そのフレッツ光が光コラボレーションモデルに関する契約に基

づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光の契約を締結している者が指定す

る者とします。）であることを要します。 

 

第 8 条（契約申込の方法等） 

   1 本契約の申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所

定の手続きにより、Web セキュリティ診断取扱所に申し出ていただきます。 

 (1)診断を希望する Web コンテンツ及びプログラムの存在する Web ページの中で、最も 

上位ディレクトリにあるものの URL（以下「基本 URL」）といいます。 

(2)電子メールアドレス 

(3)フレッツ光若しくはフレッツ・ADSL の契約者回線等番号、電話サービスの電話番 

号又は ISDN サービスの契約者回線番号 

 (4)その他申込みの内容を特定するための事項 

   2 本サービスは 2023 年 10 月 31 日をもって申し込みの受付を終了します。2023 年 11 月 

1 日以降、本サービスの申し込みをすることはできません。ただし、当社が指定する  

申込者はこの限りではありません。 

 

第 9 条（契約申込の承諾） 

1 当社は、本契約の申込みがあったときは、当社所定の審査を行い、承諾をする場合は、 

申込者に書面又は電子メールにより通知します。 

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合に該当すると当社が判断した 

ときは、本契約を承諾しないことがあります。 

(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

     (2)本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社の提供するその他サービス 

の料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると 

き。 

     (3)契約時に申し出た内容に虚偽又は不備があったとき。 

(4)過去に当社による本契約又は他サービスの契約の解約の処分を受けたことがある 

とき。 

(5)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。 

   3  当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかに

該当することが判明した場合には、当社は当該承諾を取り消すことができます。 

 

第 10 条（最低利用期間） 
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本契約には、最低利用期間はありません。 

 

第 11 条（契約申込内容の変更） 

   1  契約者は、第 8 条に定める契約申込内容の変更を請求することができます。 

2  当社は、前項の請求があったときは、第 9 条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

 

第 12 条（権利の譲渡の禁止） 

     本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、

契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者

に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないも

のとします。 

 

第 13 条（地位の承継） 

   1  相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人

又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割によ

り営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス

取扱所に届け出ていただきます。 

2  前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に

対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とし

ます。 

3  当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のう

ちの 1 人を代表者として取り扱います。 

4  本条第 1 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないこ

とがあります。 

 

 第 14 条（契約者の氏名等の変更の届出） 

1  契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったと

きは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。 

2  前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当

社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の

通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。 

3  第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示

していただくことがあります。 

 

第 4 章 禁止行為 

 

第 15 条（営業活動の禁止） 

     契約者は、本サービスについて、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした

利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができませ

ん。ただし、当社に対し所定の様式により通知し、事前に承諾を得た場合はこの限り

ではありません。 

 

第 16 条（著作権等） 

1  本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品（本規約、ホームページ、メ

ールマガジンを含みますがこれらに限られません。）に関する著作権及び特許権、商

標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、特段の定めのない限り当社又は本サ

ービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。 

2  契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。 

(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。 
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(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル

又は逆アセンブルを行わないこと。 

(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。 

(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等

を削除又は変更しないこと。 

 

第 5 章 利用中止等 

 

第 17 条（利用中止）  

1  当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 

 (1)当社及び当社の契約事業者の本サービス提供に係る設備の保守上又は工事上やむ

を得ないとき。 

     (2)第 19 条（利用の制限）の規定により、本サービスの利用を制限するとき。 

(3)その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。  

2  当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのこと

を当社から契約者に電子メールもしくは当社が指定するホームページによりその旨

周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

第 18 条（利用停止） 

 1  当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間、

本サービスの利用を停止することがあります。 

     (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。（料金そ

の他の債務に係る債権について、第 42 条（債権の譲渡）の規定により同条に規定

する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないと

きとします。） 

     (2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のフレッツ光、フレッツ・ 

ADSL、電話サービス又は ISDN サービス等に係る料金その他の債務について、支

払期日を経過してもなお支払わないとき。（料金その他の債務に係る債権につい

て、第 42 条（債権の譲渡）の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡する

こととなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。） 

     (3)当社の名誉又は信用を毀損したとき。 

     (4)第 15 条（営業活動の禁止）、第 16 条（著作権等）又は第 36 条（利用に係る契約

者の義務）の規定に違反したとき。 

     (5)当社の業務の遂行又は当社及び当社の契約事業者の本サービス提供に係る設備に

著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

     （6）当社に損害を与えたとき。 

2  当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、

利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りでありません。 

 

第 19 条（利用の制限） 

     当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、

災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のた

めに必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先

的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。 

 

第 20 条（本サービス提供の終了） 

   1  当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サ

ービスの提供を終了することがあります。 

2  前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴
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い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行い

ます。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、

当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ

の限りでありません。 

 

第 21 条（契約者による解約） 

  1  契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ Web セキュリテ

ィ診断取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。 

  2  当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本契約の解約日としま

す。ただし、解約処理に最大 5 営業日を要するため、解約希望日が解約の申し出の日

から 5 営業日以内である場合、解約日は解約の申し出の日から最大 5 営業日後となる

ことがあります。 

 

第 22 条（当社による解約） 

当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を

解約することがあります。ただし、本条第 3 号に該当する場合には、事前の契約者へ

の通知をすることなく本契約を解約できるものとします。 

1  第 18 条（利用停止）の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおそ

の事実を解消しないとき。但し、当社は、第 18 条（利用停止）第 1 項のいずれかに

該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本

サービスの利用停止をしないで本契約を解約できるものとします。  

2  第 20 条（本サービスの提供の終了）第 1 項に定めるとき。  

3  契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。  

(1)支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認め 

られる相当の理由がある場合  

(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合  

(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合  

(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開 

始の申立を受け、又は自ら申立をした場合 

 

第 6 章 料金 

 

第 23 条（料金） 

     当社が提供する本サービスの利用料金は、別紙 2（料金表）に定めるところによりま

す。 

 

第 24 条（利用料金の支払義務） 

1  契約者は、本契約に基づいて当社より本サービスの提供を受け始めた翌月から起算し

て、本契約の解約があった月までの期間について、本契約毎に、当社が別紙 2 に定め

る利用料金の支払いを要します。ただし、本サービスの提供を開始した月に契約の解

約が行われた場合は当月分の利用料金の支払いを要します。 

2  前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が

生じたときの利用料金の支払いは次によります。 

(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 

(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなか

った期間中の利用料金の支払いを要します。    

区別 支払いを要しない料金 

1. 契約者の責めによらない理由に

より、本サービスを全く利用でき

ない状態が生じた場合に、そのこ

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなかった時間（24 時間の倍数

である部分に限ります。）について、
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とを当社が知った時刻から起算し

て、24 時間以上その状態が連続し

たとき。 

24 時間ごとに日数を計算し、その日数

に対応する本サービスについての利

用料金。 

2. 当社の故意又は重大な過失によ

り本サービスを全く利用できない

状態（脆弱性診断・改ざん検出の

いずれも全く実績が無い状態）が

生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の

利用できなかった時間について、その

時間に対応する本サービスについて

の利用料金。 

3  当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金

を返還します。 

 

第 25 条（割増金） 

     契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額

（消費税相当額を加算しない額とします。）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加

算した額（別紙 2（料金表）の規定により消費税相当額を加算しないこととされてい

る料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額）を割増金として支払っていた

だきます。 

 

第 26 条（延滞利息） 

   1  契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過して

もなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの

期間について年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただき

ます。ただし、支払期日の翌日から起算して 30 日以内に支払いがあった場合は、こ

の限りでありません。 

2  本条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割

合とします。 

  （注）当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を

請求しない場合があります。 

 

第 27 条（料金等の計算方法等） 

1  当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は暦月に従って計算し

ます。ただし、当社が必要と認めるときは、暦月によらず随時に計算します。 

2   当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に定める利用料金の起算日

を変更することがあります。3 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定

める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が

別に定める場合を除き、支払いを要する料金（当社が請求した料金と本規約に定める

料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。）の支払いを要しま

す。 

 

第 28 条（端数処理） 

     当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

 

第 29 条（料金等の支払い） 

   1  契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱

所又は金融機関等において支払っていただきます。 

2  契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

第 30 条（料金の一括後払い） 

     当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日ま



 9 

でに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

第 31 条（消費税相当額の加算） 

1 第 24 条（利用料金の支払義務）の規定その他本規約の規定により別紙 2（料金表）

に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費

税相当額を加算した額とします。 

2 本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき

計算した額と異なる場合があります。 

 

第 32 条（料金等の臨時減免） 

     当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行っ

たときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。 

 

第 7 章 損害賠償 

 

第 33 条（責任の制限） 

   1  当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりそ

の提供をしなかったときであって、そのことを当社が知った時刻から起算して 24 時

間以上その状態が連続したときは、その契約者の損害を次項に定める範囲で賠償しま

す。 

2  前項の場合において、当社は、本サービスを提供しなかったことを当社が知った時刻

以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）について、

24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金を

発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

3  当社は、本サービスを提供したことに伴い契約者に損害が生じた場合、本サービスの

一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、

以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。 

(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 

(2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害 

(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害 

(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害 

4  当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 3 項の規

定は適用しません。 

 

第 34 条（免責事項） 

1 本サービスは、契約者の Web サーバにおいてすべての Web アプリケーションプログラ

ムの脆弱性の検出及びすべての不正リンク URL の検出を保証するものではありませ

ん。 

2 当社は、本サービスを提供することに伴い発生する損害及び契約者の本サービスの利

用により生じる結果については、第 33 条第 3 項に規定する場合を除き責任を負いま

せん。 

3 契約者のシステム構成や設定、ホームページの仕様等によっては、Web セキュリティ

診断の一部が実施されない場合があります。 

4 本サービスにより生成される診断結果は、診断実施時点のものであり、診断後に発見

される Webアプリケーションプログラムの脆弱性及び不正リンク URLについては加味

されません。また、サイトの仕様変更やシステムの設定変更の影響によって診断対象

に生じた変化も加味しません。 

5 診断対象のサーバがアクセスできない（サーバ停止、アクセス規制等を含みますが、

これらに限られません。）場合は、診断することができません。 
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6 本サービスは別紙 1 に規定する内容について診断及び診断結果の通知を行いますが、

診断により発見された問題点について、当社はいかなる対策方法の提示及び修繕や修

理手配を行いません。 

7 契約者が、本サービスの利用により第三者（他の本契約者を含みます。）に対し損害

を与えた場合は、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。 

8 当社は、第 17 条（利用中止）、第 18 条（利用停止）、第 19 条（利用の制限）、第 20

条（本サービス提供の終了）の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の

制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、責任を負いま

せん。 

9 契約者においてサイバーテロ（コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治

安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざ

んするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいい

ます。）、自然災害、第三者による妨害等の当社の責に帰さない事由により発生した損

害については、当社は責任を負いません。 

 

第 8 章 個人情報の取扱い 

 

第 35 条（個人情報の取扱い） 

1 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供に過程において契約者の氏名、住

所、電話番号、メールアドレス、Web サイトの URL、IP アドレス等（以下「個人情報」

といいます。）を取得します。 

2 当社は、契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める｢プライバシー

ポリシー｣に基づき取り扱うものとします。なお，本規約と当該プライバシーポリシ

ーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。 

3 当社は，次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者

が本サービスを解約した後も，問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用す

る場合があります。 

(1)本サービスの提供 

(2)当社が提供する役務または販売する商品等の紹介，提案及びコンサルティング 

(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務または商品等の紹介、提案及びコンサ

ルティング 

(4)アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付 

(5)役務・商品等にかかる品質等の改善，新たな役務・商品等の開発 

(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内 

(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内 

4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項

の規定と同様に扱うこととします。 

5 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業

務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、個人情報保護法、

電気通信事業法その他の法令に従い、第三者に提供することがあります。 

6 契約者が第三者の個人情報を当社へ提供する場合においては、あらかじめ契約者が第

三者の承諾を得た上で提供することとします。 

7 契約者は、当社が第 42 条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡す

る場合において、当社がその氏名、住所及び本サービスに関わる連絡先電話番号・フ

レッツ契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、

クレジットカード会員番号及び第 18 条（利用停止）の規定に基づきその本サービス

の利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求

事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

8 契約者は、当社が第 42 条（債権の譲渡）の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡す

る場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた
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等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。 

 

第 9 章 雑則 

 

第 36 条（利用に係る契約者の義務） 

1  契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただ

きます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状

況によっては本サービスが提供できない場合があります。 

(1) 契約者自身による本サービスの利用であること、または第 15 条の規定により契

約者が事前に承諾を得て営業活動等を目的とした本サービスの利用であること。 

(2)基本 URL は契約者所有、又は契約者管理のものであること。 

(3)本サービス申込時に故障修理の必要がなく正常に動作している診断対象となるコ

ンテンツやプログラムが用意されていること。 

(4)診断対象となる Webコンテンツやプログラムについて正常に診断できるよう契約

者の責任で維持、管理を行うこと。 

(5)診断結果閲覧用のサイトにログインする際に使用する契約 ID 及び契約者指定パ

スワードの取り扱いを適切に行うこと。 

(6)登録した基本 URL、電子メールアドレスに変更があったときは、速やかに登録変

更の手続きを行うこと。 

（注）電子メールアドレスの登録変更のタイミングによっては、反映に時間がかか

り直後の診断結果が通知されない場合があります。 

2  前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。 

(1)当社又は第三者の財産権（知的財産権を含みます。）、プライバシー、名誉、その

他権利を侵害しないこと。 

(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。 

(3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。 

(4)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしな

いこと。 

(5)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損

する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。 

(6)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこ

と。 

3  契約者は、前 2項の規定に違反して当社の事業の運営等に損害をきたしたときには、

必要な費用を支払って頂く場合があります。 

 

第 37 条（法令に規定する事項） 

 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定める

ところによります。 

 

第 38 条（準拠法） 

     本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

 

第 39 条（紛争の解決） 

1  本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意を

もって協議し、できる限り円満に解決するものとします。 

2  本規約に関する紛争は、契約者の居住する地域の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判

所とします。 

 

第 40 条（営業活動における禁止事項） 

1 別紙 1（Web セキュリティ診断の内容）4 項診断結果の閲覧で定める項目について、  
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いかなる理由においても当社が提供する診断結果を改変してはならないものとしま 

す。 

2 その他本規約に違反するおそれのある行為又はこれに類する行為をしてはならない 

ものとします。 

 

 第 41 条（商標の利用） 

1 契約者は、契約者が提供するサービスにおいて、当社の登録商標又は商標（以下、「商

標等」といいます。）を使用できるものとします。ただし、不適切な方法で使用して

いると当社が認めた場合、当社はその使用中止又は使用方法の変更を求めることがで

き、契約者はこれに従うものとします。 

2 本契約に基づいて契約者が使用している、当社商標等の使用を直ちに中止することと

します。 

 

第 42 条（債権の譲渡） 

契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別

に定める事業者（以下「請求事業者」といいます。）に対し、当社が別に定める場合

を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業

者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 

第 43 条（反社会的勢力の排除） 

1  契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各

号のいずれにも該当しないことを確約します。 

(1) 自ら又は自らの役員（取締役、執行役員又は監査役）が、暴力団（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条２号）、

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第２条第６号）、暴力団員で

なくなった時から５年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下、これらを個別に又は総

称して「暴力団員等」という。）であること 

(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 

(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図

る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力

団員等を従事させていると認められること 

(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に

扱うなどの関与をしていると認められること 

(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団員の運営に資するも

のであること 

2  当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、なんらかの通知、催告を要せず

即時に本契約を解除することができます。 

（1） 第１項に違反したとき 

（2） 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき 

① 当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為 

② 当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為 

④ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信

用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

3  当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これ

を賠償する責を負わないものとします。 

 

第 44 条（適格請求書の発行） 
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当社は、契約者から請求があったときは、本サービスの料金の請求額情報について消

費税法第 57 条の４の規定に基づく適格請求書を発行します。契約者は、適格請求書

の発行の請求をし、発行を受けたときは、１請求ごとに 400 円(税込価格 440 円)及

び郵送料等の支払いを要します。 
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【別紙 1（Web セキュリティ診断の主な内容）】 

本サービスに係る機能、及び提供条件は、本規約及び別紙のほか、ホームページ

（https://business.ntt-east.co.jp/service/web-security-shindan/）によるものとし、

契約者は提供条件に提示する利用環境に適合するよう契約者の利用環境を維持、管理する

こととします。 

 

  1  診断の対象 

    診断の対象及び診断の対象外は以下の通りです。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  診断項目 

診断名 内容 診断範囲 
実施回

数 

脆弱性診断 

SQL インジェ

クション 

想定していない SQL を Web

アプリケーションに実行さ

せることによりデータベー

スを不正に操作されてしま

う脆弱性の有無について診

断 

最大 100 

パラメータ 

1 回/月 

クロスサイト

スクリプティ

ング 

攻撃者が作成した悪意のあ

るスクリプトを Web アプリ

ケーションを介して Web 閲

覧者のブラウザ上で実行さ

れてしまう脆弱性の有無に

ついて診断 

最大 100 パ

ラメータ 

ディレクトリ

インデックス 

対象ディレクトリに含まれ

るファイルの一覧を表示し

てしまい公開を意図してい

ないファイルの閲覧・実行

を許可してしまう脆弱性の

有無について診断 

最大 100 ペ

ージ 

診断対象 

基本 URL を起点とし、そのリンク先にある Web ページ（同一ドメイン

内、より下部ディレクトリにあるものに限ります）から第 2 項（診断

項目）に定める範囲で当社が任意に選定するもの 

診断対象外 

（1）ログイン等、認証が必要なページ。 

（2）日本語ドメインの URL。 

（3）一部の携帯サイト等 PC からインターネット経由でアクセスでき

ない場合。 

（4）診断対象のサイトにアクセスするために特別な機器やソフトウ

ェアを用いる場合。 

（5）Java や Flash 等のクライアントアプリケーションと連携したペ

ージ。 

（6）ファイルアップロード(multipart)等のリクエスト形式のペー

ジ。 

（7）画像ファイル、動画ファイル、PDF、Flash、圧縮ファイル等。 

（8）パラメータのない Web アプリケーション。 

（9）その他、起点となる URL からたどることができないページ、ま

たは、形式が HTML、JavaScript、スタイルシート以外であるペ

ージ。 

（10）契約者が診断対象外として指定したページ。 
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OS コマンドイ

ンジェクショ

ン 

 

攻撃者から悪意のあるリク

エスト（OS への命令）の要

求を受け、不正に操作され

てしまう脆弱性の有無につ

いて診断 

最大 100 パ

ラメータ 

 

ディレクトリ

トラバーサル 

 

公開されているトップディ

レクトリを遡り、非公開の

ファイルやフォルダに不正

な操作が実行されてしまう

脆弱性の有無について診断 

最大 100 

パラメータ 

クロスサイト

リクエストフ

ォージェリ 

リクエストを十分に検証せ

ず受け取り、正規のリクエ

ストとして扱い不正に実行

されてしまう脆弱性の有無

について診断 

最大 100 ペ

ージ 

改ざん検出 
Web サイトにおける悪意のあるリンク埋め込

みの有無について診断を行います 

最大 100 

ページ 
1 回/日 

【注意事項】 

・ パラメータとは、Web コンテンツ及びプログラムに対し動作条件を与えるための

情報を指します。 

・ 脆弱性診断について、同一 URL 内であっても診断範囲を超えるパラメータについ

ては診断を行ないません。 

・ 脆弱性診断及び改ざん検出の第 1 回目の診断は本サービスの利用開始日と同一

日です。 

・ 脆弱性診断の第 2回目以降の診断は第 1回目の診断の翌月の同一日で実施します。

ただし、31 日等、月によって存在しない日を指定した場合、その月の末日に診

断を実施します。 

・ 利用者にて脆弱性診断の実施日を変更可能です。ただし、当月内の過去日を選択

する等、選択した実施日によっては、当月内に脆弱性診断が実施されない場合が

あります。 

（当月内の過去日を選択する例） 

利用者にて 2 月 15 日に、20 日に診断予定であった脆弱性診断を、5 日に脆弱性

診断を行うように変更した場合は、2 月は脆弱性診断が実施されません。 

・ 改ざん検出について、診断範囲を超えるページについては診断を行ないません。 

・ 改ざん検出は暦日単位で 1 日に 1 度、診断を行います。 

・ 正常に診断を終了できなかった場合、脆弱性診断は当日中に最大 1 回、改ざん検

出は当日中に最大 1 回、再度診断を実施します。また、再度診断を行っても正常

に終了できなかった場合は、その旨を電子メールにて通知します。 

・ 本サービスの実施により診断対象の契約者の問い合わせページ、電子メール送信

ページ、登録ページ、掲示板等の動的コンテンツにおいては、実際にデータの登

録、送信等が行われる場合があります。登録されたデータの削除や送信された電

子メールの削除は、契約者の責任において行っていただきます。また、データの

登録、送信等により生じる結果については、当社は一切責任を負いません。 
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3  診断結果の通知 

   本サービスでは以下の事象の際に電子メールで契約者に通知します。 

・ 脆弱性診断終了時 

・ 脆弱性診断及び改ざん検出の結果問題が発見された場合 

 

【注意事項】 

・ 電子メールについて、本サービスの提供範囲は送信までとし、その到着を保証す

るものではありません。 

 

4 診断結果の閲覧 

契約者は、以下の項目について診断結果を診断終了時に送信される電子メールに記

載された URL から、Web を通じて確認することができます。当社が契約時に通知する

契約 ID 及び契約者が申込時に指定したパスワードを使用します。 

・ 診断結果概要（診断対象のすべての URL の最新の診断結果の総合評価） 

・ URL 別診断結果（診断した URL 毎の最新の診断詳細結果） 

・ 脆弱性診断詳細結果（診断 URL 毎のパラメータそれぞれの診断結果） 

・ 改ざん検出詳細結果（URL/ファイル毎の診断結果） 
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【別紙 2 （料金表）】 

1  利用料金 

区    分 料  金  額 

基本契約 1 の基本 URL ごとに 5,000 円 

（税込価格 5,500 円） 

 

追加契約 基本 URL の数が 1 を超える 1 ごとに 4,000 円 

（税込価格 4,400 円）  

     【注意事項】 

・ 追加契約で追加することが出来る基本 URL の数は、最大 4 までとします。 

・ 初期費用及び最低利用期間はございません。 

・ 解約に伴う月額利用料は日割りいたしません。 

・ 基本契約数、追加契約数の変更を同月内に複数回実施した場合、当月内の最も高

い料金を適用いたします（ただし、同月内の変更が 1 回の場合は、変更前の料金

をお支払いいただきます）。 
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【別紙 3 （当社が別に定めることとする事項）】 

 

第 27 条（料金等の計算方法等）第 7 項における当社が別に定める場合は以下の通りです。 

 

規定内容 定める内容 

当社が別に定

める場合 

契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費

用が過大となると見込まれる場合 

 
第 42 条（債権の譲渡）における当社が別に定める場合は以下の通りです。 

 

規定内容 定める内容 

請求事業者 ＮＴＴファイナンス株式会社 

当社が別に定

める場合 
以下のいずれかの場合とします。 

当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 

契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じる

と当社が認めた場合 

 

 

 

  
 


